
○水道工事の工種区分の取扱いについて

  水道工事については、「土木工事」と「建築・設備工事」に大別されますが、設

計図書と共に公開される参考資料（総括情報表）内に明示される工種において判断

することとします。

具体的には、開削工事・推進工事・シールド工事は「土木工事」扱いとし、構造

物工事は「建築・設備工事」扱いとします。

それにともない、最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定方法も区別します

のでご承知おきください。（算定方法のなかで“直接工事費”に乗じる割合を、「土

木工事」の場合は９５％、「建築・設備工事」の場合は９０％とすることになりま

す。）

※別紙もご参照ください。

  

問い合わせ先

佐野市役所 契約検査課 契約係

         電話 0283-20-3027
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（総括情報表） 参 考 資 料
　事務所 　04　佐野市

　設計書名 　実施設計書 当初　　　24-***********-40
　変更回数 　0

　適用単価区分 　1　　実施設計
　適用単価地区 　91　安足土木管内①(旧佐野)
　単価適用日 　0-24.04.10(0)

　諸経費体系 　Ｊ　　水道工事
　ファイル名  飛駒地区簡易水道事業市道２３０号線外老朽管布設替工事.ES5

　　　　　当　　世　　代 　　　　　前　　世　　代
　前払率 40
　工種 　 01　　開削工事
　一般安全費区分 　 02　　市町村道
　市街地区分 　 05　　地方部影響なし
　環境対策費計上 　 01　　計上しない
　諸経費パターン 　 01　　入札
　契約保証方法 　 01　　金銭的保証
　消費税等の率 　 03　　全額改正税率変更

水道工事工種区分について

開削工事

推進工事（大・中・小口径とも） 土木

シールド工事

構造物工事（浄水場等） 設備・建築
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 この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第１条に定める「設計図書」ではない。


